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基本的な考え方 

第 3次勧告で指摘されている事項は、学校教育制度の根幹にかかわるものである

ことから、文部科学省としては、学校教育の環境の整備に関する基本方針や国と 

地方公共団体の責務等を定める「学校教育の環境の整備の推進による教育の振興に

関する法律案」（教育環境整備法案）（※）の国会提出に向けた今後の検討の中で、

第３次勧告の趣旨も十分に参酌した上で、教育一括交付金（仮称）の実現に向けた

検討状況も見極めつつ、学校教育における地方分権の推進に取り組んでいくことと

している。 

※ 第 171 回国会において民主党から法案提出、参議院可決・衆議院で審査未了 

このような基本的な考え方の下、見直し対象とされている個々の条項については、

下記の通り対応することとする。 

 

地方要望関連事項 
 

[施設・公物設置管理の基準] 

○ 認定こども園の設備・運営基準（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合

的な提供の推進に関する法律） [可否：△（既に参酌基準になっている「施設

の設備及び運営に関する基準に係る部分は○）] 

・現在、厚生労働省において、保育制度の改革を含む次世代育成支援改革の検

討が進められており、文部科学省と厚生労働省が連携して、財政当局とも調

整しつつ、この改革の検討とあわせて、認定こども園制度の改革について検

討。 
 

○ 幼稚園、小学校、中学校、高等学校の設置基準（学校教育法） [可否：×] 

・全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図り、学校の一定の教育水

準や安全を保障するため、国として、国公私立共通の最低基準としての学校

設置基準を定めることが必要。現在の設置基準は、弾力的･大綱的な規定であ

る。 

・幼稚園設置基準に対する要望以外、学校の設置基準の廃止又は条例委任を希

望するといった地方公共団体等からの要望は出されていないと認識。 

・この学校教育法第３条は、何が｢学校｣であるかを定める最低の基準に関する

規定として学校教育法の根幹にかかわるものであり、義務教育を含めた学校

教育制度全体の在り方の問題である。 
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○ 都道府県教委による学級編制の基準、都道府県ごとの教職員定数の標準（義務

標準法） [可否：△] 

・学級編制・教職員定数の在り方については、学校教育制度の根幹に関わるも

のであることから、教育環境整備法案や教育一括交付金（仮称）等の検討の

中で教育条件整備全体の観点から検討を行う必要がある。 

・学級編制に関する都道府県から市町村への権限の移譲については、第一次勧

告を踏まえ、地方教育関係者と人事権や給与負担等の移譲とあわせて議論し、

現在、関係者間の意見調整を行っているところである。現時点において、関

係者間の意見の隔たりが大きいことから、引き続き意見調整を進めてまいり

たい。なお、意見調整を円滑に進めるためには、教育一括交付金（仮称）の

早期の導入が望まれる。 

・教職員定数については、本法に定める数を標準として、各都道府県が定める

こととされている。さらに、この定数については、従来から「地教行法」に

おいて「都道府県の条例で定める」こととされており、ご指摘の内容につい

ては現行制度上すでに措置されているものと考える。 
 

○ へき地学校等の指定に係る基準等（へき地教育振興法） [可否：△] 

・全国知事会からの要望（平成１９年５月）などを踏まえ、財政当局との調整

を経て本年３月にへき地学校等指定基準を改正し、都道府県がへき地学校等

の指定を行うにあたって地域の実情に応じた調整を可能とする仕組みを取り

入れたところであり、現行制度上すでに措置されている。この改正を受け、

現在、都道府県において指定の見直し作業が行われているところである。 
 

[協議、同意、許可・認可・承認] 

○ 市町村の設置する幼稚園、高等学校等の設置廃止等に係る都道府県教委の認可

（学校教育法）[可否：○] 

・勧告通り、市町村立幼稚園の設置･廃止等に係る都道府県の認可制を届出制に

移行（新分権一括法で対応）。 
 

○ 学級編制についての都道府県教委の同意（義務標準法） [可否：△] 

・学級編制・教職員定数の在り方については、教育環境整備法案や教育一括交

付金（仮称）等の検討の中で教育条件整備全体の観点から検討を行う必要が

ある。 

・学級編制に関する都道府県から市町村への権限の移譲については、第一次勧

告を踏まえ、地方教育関係者と人事権や給与負担等の移譲とあわせて議論し、

現在、関係者間の意見調整を行っているところである。現時点では、関係者

間の意見の隔たりが大きいことから、引き続き意見調整を進める。なお、意

見調整を円滑に進めるためには、教育一括交付金（仮称）の早期の導入が望

まれる。 



地方要望関連事項以外の事項 
 

[施設・公物設置管理の基準] 

○ 認定こども園の表示基準（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提

供の推進に関する法律） [可否：○] 

・勧告通り、認定こども園の表示基準を条例委任（新分権一括法で対応）。 
 

[協議、同意、許可・認可・承認] 

○ 学校運営協議会を行う学校の指定に係る市町村教委から都道府県教委への事

前協議（地方教育行政の組織及び運営に関する法律）[可否：○] 

・勧告通り、学校運営協議会を行う学校の指定に係る市町村教委から都道府県

教委への事前協議を廃止（新分権一括法で対応）。 
 

○ 国等の所有地における埋蔵文化財の発掘に係る関係省庁の長への協議（文化財

保護法） [可否：○] 

・勧告通り、関係省庁の長への協議を廃止（新分権一括法で対応）。 
 

 

第 1 次勧告関連事項 

○ 認定こども園を構成する認可外保育施設への災害共済給付の適用（独立行政法

人日本スポーツ振興センター法） 

・独立行政法人日本スポーツ振興センター法を改正し、認定こども園を構成す

る認可外保育施設を災害共済給付の対象とする。 

 



地方分権改革推進委員会第3次勧告への対応について
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学校設置基準関係



学校設置基準について

●憲法第26条教育基本法に基づき国は地方公共団体との適切な役割分担及び相互協力の下

全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上　図し学校の一定の教育水準や安全　確保　る

　麺迦。
●そのため、学校教育法第3 に基づき国は国公私立共通の最低の基準　白めている。

●学校設置基準は、何が「学校で　るか　定める最低の基準に　　る夫定として、学校教育法の根幹

にかかわるものであり、義務教育を含めた学校教育制度全本の在し方の田題である。
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〈関係条文等〉

　○憲法（抄）

　第26条すべて国民は・法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

　　すべて国民は・法律の定めるところにより・その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これ

　を無償とする。

参考1　憲法（第3版）芦部信喜著・248　よし

「国は 制　　維持し教育　件整備　べき義務　　鞠この要請　戦けて教育基本法及び学　　育法等が定められ小・中学

　　の義務教育　中心と　る教　制　が闇けられている」

　考法3版）治著・626頁より
　「…国民すべて教育をうける権利をもち、保護する子女に教育を施す権利をもつといっても、国民各人が自らなしうるところには限界があ

　る。かかる権利を有意的なものとするには、教育施設や教育専門家の助けが必要である。技術文明の進展は、この必要性を一層切実な

　ものとするに至った。したがって、現代国家にあって、教育を受ける権利とは、国家に対し合理的な教育制度と施言　通じて適切な教育

　の　　提供すること要求　る　」を意味せざるをえないことになる。」

参考3　憲法（第3版）佐藤幸治著・626～627頁より

　「…二六条に保障する「教育を受ける権利」とは、国民が「幸福追求権」の一環として教育の自由を有することを前提に、国に対して合理

　的な教育制度と施設を通じて適切な教育の場を提供することを要求する権利である。この権利は「その能力に応じて、ひとしく教育を受け

る権利」であって・国は「法の定めるところによ・の権利確保するために必な置講ることが請される1」
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○教育基本法（抄）

（教育の機会均等）

第4条　　べて国民はひとしく の能力に応じた教育1 �ｯる機会与えられなければなら、人種、信条、性別、社

　会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。

（義務教育）

第5条国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。

3国及び地方公共団体は義務教育の機会　保障し　の水準確保　るため適切な役割分担及び相互の協力の下

　　の実施に　任　負う。

（教育行政）

第16条教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教

　育行政は国と地方公共団本との適切なば割分担及び相互の協力の下公正かっ適正に行　れなければならない。

O学校教育法（抄）

第3条学校　設置しようと る者は学校の重　に応じ文部科学大臣の定める設備編制　の他に関　る設置基準に

従いこれ設置しなければならない。
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O平成19年2月、民主党提出の「日本国教育基本法案」（抄）

第3条何人も・その発達段階及びそれぞれの状況に応じた、適切かつ最善な教育の機会及び回境享受　る権利　有

鍾。

3国及び地方公共団体は・すべての幼児、児童及び生徒の発達段階及びそれぞれの状況に応じた、適切かつ最善な教

　育の機会及び環境の確保及び整備のための施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

第4条国及び地方公共団体は、すべての国民及び日本に居住する外国人に対し、意欲を持って学校教育を受けられる

　よう、適切かっ最善な学校教育の機会及び環境の確保及び整備に努めなければならない。

第7条何人も、別に法律で定める期間の普通教育を受ける権利を有する。国民は、その保護する子どもに、当該普通教

育を受けさせる義務を負う。

3国は普通教育の機会保障し　の　終的な　任　有　る。
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●幼稚園設置基準に対する要望以外、学校の設置基準の廃止又は条例委任を希望するといった地方

　自治体等からの要望は出されていないと認識。

1一一『，一一一吻『騨一一鱒膚一鴨一一鱒一胴一冒一一塵曙一■一一噂一一一一一聯一■冒■一印一一一一一疇囎■■■剛脚葡一一一一一一一一鱒一一一一一一一一一一一一蝉一一一一一一一一一一一一一一一一一一一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一＿＿＿＿一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

i幼稚園設置基準に関する要望（幼稚園設置基準の規制緩和関係）［全国知事会］（平成19年10月23日）　　　　　　　　　　　　i
ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

i幼稚園の園舎は「耐火建築物」であることを要し・幼保連携型認定こども園を前提とする幼稚園において2階に保育室を置く場合、そのi
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

i園舎を「不燃構造」とする必要があるが・これは児童福祉施設最低基準を上回るもの（保育所は3階以上の場合、不燃構造を要求）であi
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

1り、認定こども園を目指す幼稚園に必要以上の要件を課するものであるため、地方への権限移譲を含めて、基準を緩和すべき。　　　　　i
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
需一一一口扁一層一一國需襯一一一一柳一■一一｝一一口胃一一幽一一一一一陣一一■一一一層一一一一一一一一噛一一一一噂一一一一一卿一一一一一一一一一卿一一一噂一一一一脚一一一輸一卿一一一一噸＿＿＿哺＿＿＿燭一＿＿鞠＿＿＿輯＿＿＿瞬＿＿＿＿＿＿＿＿一＿＿＿鞠＿＿＿＿＿＿騨」

⇒ 幼稚園設置基準については、10月26日付けで回答したが、全国知事会のこ指
のとおり対応

することとしている。
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●全国的な教育の機会均等と教育水準の叩持向上　図るため学校の施設設備編成等について

国として全国・・一的な「学習としての最低基準　定めることが必要で　り当該基準は国公私

問　　’共通に適用されるもの。

●学校設置基準は、可が「学校で　るか　定める最低の基準に関する夫　として学交の根幹に関

るもので　るため「寺門や「参酌　べき基準では国の4割　　たせない。

※認定こども園の認定基準は「参酌すべき基準」となっているが、認定こども園は、基本的には、既存の幼稚園・保育所を基礎としており、

　その設置基準を満たすことを前提としている。

「〈以下の点について、どのようにお考えなのか、内閣府の見解をお伺いしたい。〉…………一……一…一1

i　O何が「学校」であるのかということを示した最低の基準としての学校設置基準が、魑二二i

i　　に異なっても良いと考えるのか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

i　O日　国憲法や教育基本法等が求める「ひとしく教育　受ける権利が確保されないことになるので1

はないか。
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条例委任する場合の基準設定の類型

法的効果

一　甲　響　”　一髄「　，　・　響需¶　■　一－一一　一　一　一一　一　一　曹　一｝一　，　一　曹響　層一　曽　冒冒　冒　一　一曽一　曹　．　雫　帽｝　・　．　7一　噌　層　冒　曹一一，一・一一一　P　．甲幽　一　，　，一一　－　響・9－　r　一一・・　＿一＿、，、一＿＿即　　　o

○「標準」とは、通常よるべき基準○「参酌すべき基準」とは、十分参照し

@なければならない基準

寶�痰ﾌ制定に当たっては、法令の「参

@出すべき基準」を十分参照した上で判

@寝しなければならない

○条例の内容は、法令の「標準」を標準

@とする範囲内でなければならない

O「従うべき基準」とは、必ず適合しな

@ければならない基準一　一　ロ　，　一　層　胃　冒　一　冒胃　一　一一　，騨　一　冒一　一　一　一　一　．　「　o　層　一一　r　一　一　圏　轄　，　－　冒一　曹一　辱　騨　P一　，　噌　ロ　＿一，　一　噂冊

寶�痰ﾌ内容は、法令の「従うべき基準」

@に従わなければならない

異なるものを定める

ｱとの許容の程度

法令の「参酌すべき基準」を十分参照し

ｽ結果としてであれば、地域の実情に応

ｶて、異なる内容を定めることは許容

法令の「標準」を標準としつつ、合理的

ﾈ理由がある範囲内で、地域の実情に応

ｶた「標準」と異なる内容を定めること

ﾍ許容

法令の「従うべき基準」と異なる内容を

閧ﾟることは許容されないが、当該基準

ﾉ従う範囲内で、地域の実情に応じた内

eを定めることは許容

備　　考 「参酌する行為」を行ったかどうかにつ

｢て説明責任（行為規範）

ﾋ「参酌する行為」を行わなかった場合

@は違法

u参考とすべき基準」「斜卜すべき基準」

u勘案すべき基準」「考慮すべき基準」

燗ｯじ

「標準」と異なる内容について説明責任

ﾋ　合理的な理由がない場合は違法

u準則」も同じ

「従うべき基準」の範囲内であることに

ﾂいて説明責任

ﾋ　基準の範囲を超える場合は違法

u定めるべき基準」「遵守すべき基準」

u適合すべき基準」「よるべき基準」も

ｯじ
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　　　　　　第3次勧告（抄）

～自治立法権の拡大による「地方政府」の実現へ～

33つの重点事項について具体的に講ずべき措置の方針

（a）施設・公物設置管理の基準

（4）条例制定に関する国の基準

　条例への委任は、条例制定の余地が実質的に確保される方法で行われるべきである。このような観点から、条例の内容を直接的に

拘束する条例制定の基準等を設定することは厳に差し控えられるべきである。

　条例へ委任する揚合における条例制定の基準（以下「条例制定基準」という。）については、現行法令では「従うべき基準」型、「標

準」型、「参酌すべき基準」型の3つに類型化できる（別紙2「条例委任する場合の基準設定の類型」参照）。

　このうち、施設・公物設　　理の基準を　例で制定　るに当たって、「詫’べき基準」又は「酉準」を　が設定するのは次の場合

に限るものとし、見直し対象施設等基準の内容を条例制定基準に移行する場合も同様とする。

（イ）「従うべき基準」

　国が設定する「従うべき基準」は、条例の内容を直接的に拘束する、必ず適合しなければならない基準であり、当該基準に従う

範囲内で地域の実情に応じた内容を定める条例は許容されるものの、異なる内容を定めることは許されないものである。

　この「従うべき基準」を国が設定するのは真に必要な揚合に限定されるべきであり、次の場合に限るものとする。

①当該施設・公物の利用者の資格のうちの基本的な事項について特に「従うべき基準」を示す必要がある揚合

　②　①のほか、当該施設・公物の本来的な性格・機能等に係る基本的な枠組みを定める場合

③　当該施設・公物において必要とされる民間共通の士業等の資格について特に「従うべき基準」を示す必要がある場合
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　国が設定する「標準」は・通常よるべき基準である・すなわち、法令の「標準」を通常よるべき基準としつつ、合理的な理由が

ある範囲内で・地域の実情に応じた「標準」と異なる内容を定めることは許容されるものである。こうした基準を国が設定するの

は真に必要な場合に限定されるべきであり、次の場合に限るものとする。

①　当該施設・公物について全国的見地から一定のサービス水準を維持するために利用者の数、施設・公物に配置する職員の数に

　　ついて特に「標準」を示す必要がある場合

　他方・「従うべき基準」及び「標準」と異なる性格を有するものとして「参酌すべき基準」という立法例がある。就学前の子ども

に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）第3条第1項第4号及び第2項第3号では「文

部科学大臣と厚生労働大臣とが協議して定める施設の設備及び運営に関する基準を参酌して都道府県の条例で定める認定の基準」と

規定されている。この「参酌すべき基準」については、国の役割を果たすために、地方自治体に対して「参酌すべき」ものとして示

すものであることから、これを十分参照し、これによることの妥当性を検討した上で条例が制定されなければならない。しかしなが

ら、法的には、条例の内容そのものを直接的に拘束しているものではない。十分参照しだ結果としてであれば、地域の実情に応じて、

異なる内容を定めることは許容されているものであることから、見直し対象施設等基準のうち必要最小限のものを、条例制定に当た

って「参酌すべき」基準として規定することは許容する。

　なお、この「参酌すべき基準」については、その法的性格をここで整理したと峰り、地域の実情に応じて、地方自治体が条例で異

なる内容を定めることを許容するものであることから、地方自治体の条例による国の法令の基準の「上書き」を許容するものという

ことができる。
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●学校設置基準については、地域の状況　踏まえた対応が可能となるよ隔弾力的大綱的な夫定とな

っている。

●具体的には、原則となる内容定めた上で「特別の事情が　りかつ教育上及び安全上）支障が

ない場合に限って例外認めている。

’一→例外を無制限に認めているわけではなく、学校の教育水準を保障するため、満たすべき

　　　最低基準を定めている。

〈参考資料〉

　○小学校設置基準（12頁）

　○中学校設置基準（15頁）

　○高等学校設置基準（18頁）

　○幼稚園設置基準（22頁）
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小学校設置基準

　　　（平成十四年三月二十九日文部科学省令第十四号）

最終改正：平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号

学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第三条の規定に基づき、小学校設置基準を次のように定める。

　　　第一章　総則

　　（趣旨）

第一条　小学校は、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところに

　より設置するものとする。

2　この省令で定める設置基準は、小学校を設置するのに必要な最低の基準とする。

3　小学校の設置者は、小学校の編制、施設、設備等がこの省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにするこ

　とはもとより、これらの水準の向上を図ることに努めなければならない。

第二条　削除

第三条　削除

　　　第二章　編制

　　（一学級の児童数）

第四条　一学級の児童数は、法令に特別の定めがある揚合を除き、四十人以下とする。ただし、特別の事情があり、かっ、教

　育上支障がない場合は、この限りでない。

　　（学級の編制）

第五条小学校の学級は、同学年の児童で編制するものとする。ただし、特別の事情があるときは、数学年の児童を一学級に

　編制することができる。
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　　（教諭の数等）

第六条　小学校に置く主幹教諭、指導教諭及び教諭（以下この条において「教諭等」という。）の数は、一学級当たり一人以

　上とする。

2　教諭等は、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、校長、副校長若しくは教頭が兼ね、又は助教諭若しくは

　講師をもって代えることができる。

3　小学校に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員等と兼ねることができる。

　　　第三章　施設及び設備

　　（一般的基準）

第七条　小学校の庫主及び設備は・指導上・保健衛生上・安全上及び管理上適切なものでなければならない。

　　（校舎及び運動場の面積等）

第人条　校舎及び運動場の面積は、法令に特別の定めがある場合を除き、別表に定める面積以上とする。ただし、地域の実態

　その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障炉ない場合は、この限りでない。

2　校舎及び運動揚は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けるものとする。ただし、地域の実態その他により特別の事情が

　あり、かっ、教育上及び安全上支障がない場合は、その他の適当な位置にこれを設けることができる。

　　（校舎に備えるべき施設）

第九条　校舎には、少なくとも次に掲げる施設を備えるものとする。

　一　教室（普通教室、特別教室等とする。）

　二　図書室、保健室

　三　職員室

2　校舎には、前項に掲げる施設のほか、必要に応じて、特別支援学級のための教室を備えるものとする。

　　（その他の施設）

第十条　小学校には、校舎及び運動場のほか、体育館を備えるものとする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があ

　り、かっ、教育上支障がない女面は、この限りでない。

　　（校具及び教具）

第十一条　小学校には、学級数及び児童数に応じ、指導上、保健衛生上及び安全上必要な種類及び数の校具及び教具を備えな
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　ければならない。

2　前項の校具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。

　　（他の学校等の施設及び設備の使用）

第十二条　小学校は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用する

　ことができる。

別表　　（第八条関係）

「校舎の面積

「二丁 面積（平方メートル）

一人以上四〇人以下 500

四一人以上四八○人以下 500十5×（児童数一40）

四八一人以上 2700＋3×（児童数一480）

ロ　運動揚の面積

面積（平方メートル）

F源正茜δ芸所　Tπ・・

二四一人以上七二〇人以下 2400＋10×（児童数一240）

1七ニー人以上 7200
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中学校設置基準

　　　　（平成十四年三月二十九日文部科学省令第十五号）

1最終改正：平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号

学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第三条の規定に基づき、中学校設置基準を次のように定める。

　　　第一章　総則

　　（趣旨）

第一条　中学校は、学校教育法　（昭和二十二年法律第二十六号）その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところ

　により設置するものとする。

2　この省令で定める設置基準は、中学校を設置するのに必要な最低の基準とする。

3　中学校の設置者は、中学校の編制、施設、設備等がこの省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにするこ

　とはもとより、これらの水準の向上を図ることに努めなければならない。

第二条　削除

第三条　削除

　　　第二章　編制

　　（一学級の生徒数）

第四条　一学級の生徒数は、法令に特別の定めがある場合を除き、四十人以下とする。ただし、特別の事情があり、かっ、教

　育上支障がない場合は、この限りでない。

　　（学級の編制）

第五条　中学校の学級は、同学年の生徒で編制するものとする。ただし、特別の事情があるときは、数学年の生徒を一学恕に

　編制することができる。
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　　（教諭の数等）

第六条　中学校に置く主幹教諭・指導教諭及び教諭（以下この条において「教諭等」という。）の数は、一学級当たり一人以

　上とする。

2　教諭等は・特別の事情があり・かつ・教育上支障がない場合は、校長、副校長若しくは教頭が兼ね、又は助教諭若しくは

　講師をもって代えることができる。

3　中学校に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員等ど兼ねることができる。

　　　第三章　施設及び設備

　　（一般的基準）

第七条　中学校の施設及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなければならない。

　　（校舎及び運動場の面積等）

第八条　校舎及び運動場の面積は、法令に特別の定めがある場合を除き、別表に定める面積以上とする。ただし、地域の実態

　その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

2　校舎及び運動揚は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けるものとする。ただし、地域の実態その他により特別の事情が

　あり、かっ、教育上及び安全上支障がない場合は、その他の適当な位置にこれを設けることができる。

　　（校舎に備えるべき施設）

第九条　校舎には、少なくとも次に掲げる施設を備えるものとする。

　一　教室（普通教室、特別教室等とする。）

　二　図書室、保健室

　三　職員室

2　校舎には、前項に掲げる施設のほか、必要に応じて、特別支援学級のための教室を備えるものとする。

　　（その他の施設）

第十条　中学校には、校舎及び運動場のほか、体育館を備えるものとする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があ

　り、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

　　（校具及び教具）

第十一条　中学校には、学級数及び生徒数に応じ、指導上、保健衛生上及び安全上必要な種類及び数の校具及び教具を備えな
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　ければならない。

2　前項の校具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。

　　（他の学校等の施設及び設備の使用）

第十二条　中学校は・特別の事情があり・かつ・教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用する

　ことができる。

別表　　（第八条関係）

r露砺積
生徒数 面積（平方メートル）

一人以上四〇人以下 600

四一人以上四八○人以下 600十6×（生徒数一40）

四八一人以上 3240十4×（生徒数一480）

ロ　運動場の面積

瞬 面積（平方メートル）

F砿正面厄斥㎜π蕊・・

二四一人以上七二〇人以下 3600十10×（生徒数一240）

七十心隔以上 8400
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高等学校設置基準

　　　（平成十六年三月三十一日文部科学省令第二十号）

最終改正：平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号

　学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第三条の規定に基づき、高等学校設置基準（昭和二十三年文部省令第一号）の

全部を改正する省令を次のように定める。

　　　第一章　総則
（趣旨）

第一条　高等学校は、学校教育法その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。

2　この省令で定める設置基準は、高等学校を設置するのに必要な最低の基準とする。

3　高等学校の設置者は、高等学校の編制、施設、設備等がこの省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにす

　ることはもとより、これらの水準の向上を図ることに努めなければならない。

（設置基準の特例）

第二条　公立の高等学校については都道府県の教育委員会、私立の高等学校については都道府県知事（以下「都道府県教育委

　員会等」という。）は、高等学校に全日制の課程及び定時制の課程を併置する場合又は二以上の学科を設置する場合その他

　これらに類する場合において、教育上支障がないと認めるときは、高等学校の編制、施設及び設備に関し、必要と認められ

　る範囲内において、この省令に示す基準に準じて、別段の定めをすることができる。

2　専攻科及び別科の編制、施設、設備等については、この省令に示す基準によらなければならない。ただし、教育上支障が

　ないと認めるときは、都道府県教育委員会等は、専攻科及び別科の編制、施設及び設備に関し、必要と認められる範囲内に

　おいて、この省令に示す基準に準じて、別段の定めをすることができる。

第三条　削除

第四条　削除
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　　　第二章　学科

（学科の種類）

第五条　高等学校の学科は次のとおりとする。

　一　普通教育を主とする学科

　二　専門教育を主とする学科

　三　普通教育及び専門教育を選択履修を旨として総合的に施す学科

第六条　前条第一号に定める学科は、普通科とする。

2　前条第二号に定める学科は、次に掲げるとおりとする。

　一　農業に関する学科

　二　工業に関する学科

　三　商業に関する学科

　四　水産に関する学科

　五　家庭に関する学科

　六　看護に関する学科

　七　情報に関する学科

　人　福祉に関する学科

　九　理数に関する学科

　十　体育に関する学科

　十一　音楽に関する学科

　十二　美術に関する学科

　十三　外国語に関する学科

　十四　国際関係に関する学科

　十五　その他専門教育を施す学科として適当な規模及び内容があると認められる学科

3　前条第三号に定める学科は、総合学科とする。
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　　　第三章　編制

　（授業を受ける生徒数）

第七条　同時に授業を受ける一学級の生徒数は、四十人以下とする。ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場

　合は、この限りでない。

（教諭の数等）

第八条　高等学校に置く副校長及び教頭の数は当該高等学校に置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに一人以上とし、主幹

　教諭・指導教諭及び教諭（以下この条において「教諭等」という。）の数は当該高等学校の収容定員を四十で除して得た数

　以上で、かっ、教育上支障がないものとする。

2　教諭等は・特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、助教諭又は講師をもって代えることができる。

3　高等学校に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員等と兼ねることができる。

（養護教諭等）

第九条　高等学校には、相当数：の養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭その他の生徒の養護をつかさどる職員を置くよう努め

　なければならない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
（実習助手）

第十条　高等学校には、．必要に応じて相当数の実習助手を置くものとする。

（事務職員の数）　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

第十一条　高等学校には、全日制の課程及び定時制の課程の設置の状況、生徒数等に応じ、相当数の事務職員を置かなければ

　ならない。

　　　第四章　施設及び設備

（一般的基準）

第十二条　高等学校の施設及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなければならない。

（校舎の面積）

第十三条　校舎の面積は、法令に特別の定めがある場合を除き、全日制の課程若しくは定時制の課程の別又は学科の種類にか

　かわらず、次の表に定める面積以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない

　場合は、この限りでない。
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　　び　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ　　　　　　　　　　　　　ロ　　に　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド　サほドの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ　　ロ　　　ロ　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わ　ヤド　　　　　　　　　ら　ら　　　コ　ロ　ロ　モ　ド　　　　　　　　　ロ　　　　　に　　　　　に　　　　

　　　　　　　　　　　　面積（平方メートル）
　　　　　　　　　　　　…　　｝　　…b㍉　η　　　　　擢　　　序　　…　　Ψ　暫　　　「「乍脚丁　「P　「｝　附　暫A吻　戸　m　｝　　、｝　、ゆ，　　　＿F　　㍗　曽　　ザ　　　　　　　　　　　ρ’　　　9

一二〇人以下

『二三＝：砿：晒フてδ人以下「「薦丁6×（収容韻一・2・）

1畝＝砿r騨………「yヨ6・＋4×（収容面一48・）

　　（運動揚の面積）

第十四条　運動場の面積は・全日制の課程若しくは定時制の課程の別又は収容定員にかかわらず、八、四〇〇平方メートル以上

　とする。ただし、体育館等の屋内運動施設を備えている場合その他ρ教育上支障がない場合は、この限りでない。

　　（校舎に備えるべき施設）

第十五条　校舎には、少なくとも次に掲げる施設を備えるものとする。

　一　教室（普通教室、特別教室等とする。）

　二　図書室、保健室

　三　職員室

2　校舎には、前項に掲げる施設のほか、必要に応じて、専門教育を施すための施設を備えるものとする。

　（その他の施設）

第十六条　高等学校には、校舎及び運動揚のほか、体育館を備えるものとする。ただし、地域の実態その他により特別の事情が

　あり、かっ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

　（校具及び教具）

第十七条　高等学校には、学科の種類、生徒数等に応じ、指導上、保健衛生上及び安全上必要な種類及び数の校具及び教具を備

　えなければならない。

2　前項の校具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。

　（他の学校等の施設及び設備の使用）

第十八条　高等学校は、特別の事情があり、かっ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用する

　ことができる。
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幼稚園設置基準

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和三十一年十二月十三日文部省令第三十二号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最終改正：平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号

　学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第三条の規定に基き、幼稚園設置基準を次のように定める。

　　　第一章　総則
（趣旨）

第一条　幼稚園設置基準は、学校教育法施行規則（昭和二十二年文部省令第十一号）に定めるもののほか、この省令の定める

　ところによる。

（基準の向上）

第二条　この省令で定める設置基準は、幼稚園を設置するのに必要な最低の基準を示すものであるから、幼稚園の設置者は、

　幼稚園の水準の向上を図ることに努めなければならない。

　　　第二章　編制

（一学級の幼児数）

第三条　一学級の幼児数は、三十五人以下を原則とする。

（学級の編制）

第四条　学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編制することを原則とする。

（教職員）

第五条　幼稚園には、園長のほか、各学級ごとに少なくとも専任の主幹教諭、指導教諭又は教諭（次項において「教諭等」と

　いう。）を一人置かなければならない。

2　特別の事情があるときは、教諭等は、専任の副園長又は教頭が兼ね、又は当該幼稚園の学級数の三分の一の範囲内で、専
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　任の助教諭若しくは講師をもつて代えることができる。

3　専任でない園長を置く幼稚園にあっては・前二項の規定により置く主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭又は講師のほか、

　副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭又は講師を一人置くことを原則とする。

4　幼稚園に置く教員等は・教育上必要と認められる揚合は、他の学校の教員等と兼ねることができる。

第六条　幼稚園には・養護をつかさどる主幹教諭・養護教諭又は養護助教諭及び事務職員を置くように努めなければならない。

　　　第三章　施設及び設備

（一般的基準）

第七条　幼稚園の位置は、幼児の教育上適切で、通園の際安全な環境にこれを定めなければならない。

2　幼稚園の施設及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなければならない。

（園地、園舎及び運動場）

第八条　園舎は、二階建以下を原則とする。園舎を二階建とする場合及び特別の事情があるため園舎を三階建以上とする場合

　にあっては・保育室・遊戯室及び便所の施設は、第一階に置かなければならない。ただし、園舎が耐火建築物で、幼児の待

　避i上必要な施設を備えるものにあっては、これらの施設を第二階に置くことができる。

2　園舎及び運動場は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けることを原則とする。

3　園地、園舎及び運動場の面積は、別に定める。

（施設及び設備等）

第九条　幼稚園には、次の施設及び設備を備えなければならない。ただし、特別の事情があるときは、保育室と遊戯室及び職

　員室と保健室とは、それぞれ兼用することができる。

　一　職員室

　二　保育室

　三　遊戯室

　四　保健室

　五　便所

　六　飲料水用設備、手洗用設備、足洗用設備

2　保育室の数は、学級数を下ってはならない。
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3　飲料水用設備は、手洗用設備又は足洗用設備と区別して備えなければならない。

4　飲料水の水質は、衛生上無害であることが証明されたものでなければならない。

第＋条幼鯛には・学徽及び幼騰に応じ・鞘上・保健衛生上及鞍面上必要な種類及び数の園具及び撚を撒なけ
　ればならない。

2　前項の七二及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。

第十一条　幼稚園には、次の施設及び設備を備えるように努めなければならない。

　一　放送聴取設備

　二　映写設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

　三　水遊び場

　四　幼児清浄用設備

　五　給食施設

　六　図書室

　七　会議室

（他の施設及び設備の使用）

第＋二条幼鯛は・特別の事情があり・カ・つ・鞘上及鞍全上支障がない場創ま、他の学欝の轍及び設備を使用する

　ことができる。

　　　第四章　雑則

（保育所等との合同活動等に関する特例）

第＋三条幼鯛は・次に掲げる揚合におレ・ては・各学級の幼児と当該幼鯛に礫しな賭を共に儲することができる．

一当該幼稚園と幼保連撒設（就学前の子どもに関する鞘、保育等の総合的な提供の推進に関する辮（平成＋牌法

　　一階＋七号・以下「就学前教静雛法」という・）第三条第二項に規定する幼保連携施設をいう．以下同じ．）を構成

　　する保育所等（就学前教静細面二籟四項｝こ規定する保育所等をいう．以下同じ．）｝こおいて、満三歳以上の子ども

　　に対し学校鞘法第二＋三条各号に捌ヂる目標が達成されるよう保育を行うに当たり、当該幼糎との勲な醐励体
　　制を確保する必要があると認められる場合

二前号に掲げる二合のほか・繍的社会的条件の変化に伴い幼児の数が減少し、又は幼児が他の幼児と共に濁する機会
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　が減少したことその他の事情により・学校教育法第二十三条第二号に掲げる目標を達成することが困難であると認められ

　　ることから、幼児の心身の発達を助長するために特に必要があると認められる場合

2　前項の規定により各学級の幼児と当該幼稚園に在籍しない者を共に保育する場合においては、第三条中「一学級の幼児数」

　とあるのは「一学級の幼児数（当該幼稚園に在籍しない者であって当該学級の幼児と共に保育されるものの数を含む。）」と、

第五条第四門中「他の学校の教員等」とあるのは「他の学校の教員等又は保育所等の保育士等」と、第十条第一項中「幼児

数」とあるのは「幼児数（当該幼稚園に在籍しない者であって各学級の幼児と共に保育されるものの数を含む。）」と読み替

えて、これらの規定を適用する。

　　　　附　則　抄

1　この省令は、昭和三十二年二月一日から施行する。

’2　園地・園舎及び運動場の面積は・第八条第三項の規定に基き別に定められるまでの間、園地についてはなお従前の例によ

　り、園舎及び運動場については別表第一及び別表第二に定めるところによる。ただし、この省令施行の幽谷に存する幼稚園

　については、特別の事情があるときは、当分の間、園舎及び運動場についてもなお従前の例によることができる。

3　第十三条第一項の規定により幼稚園の幼児と保育所等に入所している児童を共に保育し、かっ、当該保育所等と保育園を

　共用する押合においては、別表第一及び別表第二中「面積」とあるのは、「面積（保育所等の施設及び設備のうち幼稚園と

　共用する部分の面積を含む。）」と読み替えて、これらの表の規定を適用する。

4　就学前教育等推進法第三条第二項各号に掲げる要件を満たす運営を行うために設置後相当の期間を経過した保育所（児童

　福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第三十九条に規定する保育所をいう。附則第六項において同じ。）（その運営の実

　績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。）と幼保連携施設を構成するよう幼稚園を新たに設

　置し、又は移転させる場合における当該幼稚園（次項において「特例幼保連携幼稚園」という。）に関するこの省令の適用

　については、当分の間、次の表の上欄の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第五条

第一項

教諭（特例助教諭（保育士の資格を有する助教諭をいい、当該幼

　稚園の設置又は移転の後に新たに採用されたものを除く。次項

　において同じ。）を含む。次項において同じ。）

讐爾一助教諭㈱教諭を除く・）
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第八条

第一項

幼　　の待避児童福祉施設最低基準（昭和二十三年厚生省令第六十三号）第三

上　要な施　十二条第八号ロからチまでに掲げる要件に該当するもの

設　　備える

も

陵藁「　犀階以上の階

5　特例幼保連携幼稚園については・当該特例幼保連携幼稚園が構成する幼保連携施設において保育する満三歳以上の子ども

　の保育の用に供する当該幼保連携施設の施設が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当分の間、この省令の規定中当該

　各号に定める規定を適用しないことができる。

一　保育二又は遊戯室の面積が当該子ども一人につき一・九八平方メートル以上である場合　園舎の面積に関する規定

二　屋外遊戯場及び運動場の面積が当該子ども一人につき三・三平方メートル以上である揚合　運動場の面積に関する規定

6　前二項の規定は、就学前教育等推進法第三条第二項各号に掲げる要件を満たす運営を行うために設置後相当の期間を経過

　した幼稚園（その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。）と幼保連携施設を構成

　するよう保育所を新たに設置し・又は移転させる場合における当該幼稚園について準用する。この場合において、附則第四

　項の表第五条第一項の忌中「当該幼稚園の」とあるのは、「当該幼稚園と幼保連携施設を構成する保育所の」と読み替える

　ものとする。

附則（昭和三七年一月三一日文部省令第二号）

　～附則（平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号）　（略）

別表第1　（園舎の面積）

晦下士蔽　　｝一一爾－8・平方メートル32・＋…×（学徽一2）平方メートル
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　別表第2　（運動場の面積）

330十30×（学級数一1）

平方メートル
400＋80×（学級数一3）　平方メートル
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務標準法関係義



文部科学省の方針

　O学級編制・教職員定数の在り方については、学校教育制度の根幹に関わるものであることから、

　　文部科学省としては、「教育環境整備法案」の国会提出に向けた今後の検討の中で、第3次勧告

　　の趣旨も十分に参酌した上で、教育一括交付金（仮称）の実現に向けた検討状況も見極めつつ、

　　学校教育における地方分権の推進に取り組んでいくこととする。

検討を進める上での課題

O学級編制に関する権限を都道府県から市町村に移譲することについては、第1次勧告以降、人
　事権及び給与負担等の移譲とあわせて、地方関係団体の関係者等から構成される「協議会」にお
　いて検討を行っているが、関係者間の意見の隔たりが大きく、議論の一致を見ていない。

　　今後・関係者間で一定の結論が得られるよう、内閣府及び総務省におかれてもご尽力を頂きた

　い。

　（例えば、文部科学省、内閣府、総務省連名での地方公共団体への要望書の提出等）

O市町村への権限移譲を円滑に進めるに当たっては、基礎的自治体の規模の問題の議論も重要
　であり、例えば、基礎的自治体の規模を人ロ30～50万人程度で再編するなどの条件整備の推進
　が必要であると考える。こうした問題について、内閣府・総務省においても早期に方向性を示して頂

　きたい。

O教育環境整備全体の総合的な検討を待たず、現時点で個別事項を切り出して結論を出さなけれ
　ばならない合理的理由があれば伺いたい。



学級編制に関する権限の移譲についての主な意見

【全国都道府県教育委員長協議会・全国都道府
ｧ教育長協議会】（平成21年7月『国の施策並び
ﾉ予算に関する要望』）・市区町村への学級編制に係る権限の移譲につ

｢ては、権限拡大の是非について包括的かつ慎
dに検討を行うこと。

ﾈお、検討するにあたっては、学級編制の権限

ﾆ併せ、教職員の定数管理や給与負担も一体とし
ﾄ取り扱うとともに、その責任を負うことを前提と

ｷること。

@≡ム・“・に’1　富’

E都道府県の意見としては、・　　こ　・’
@　量　　　　　　　　し、一こ　　　“1　7と、　　　，　　　　　　　日　　・当8　　日

目　　　　　　　　　　　　　ら　8一　　　　も　こ　　　曇　　　　　し、

一聲　一い

E給与負担と人事権が移譲されれば、学級編制権
ﾀも各市町村には移譲されると思うが、盟、　　　　　　し、口・　　1　　　　し、　　　　　　　ご9　　思置

f　壬　　　一　　こ　翌　　　日　　1一　　　愚　　・一

1ヨ　　’い　　　　、　い罷1ないのではな
｢か。

E　　　　　　オ、　　“1　30　　卍当，　“　　　　’　　　ロ

30　　卍当　　　こ　　、140　　‘当　　　　軸い

軸　　ミ　　こいつ　　　　　い軸の1　’一
いいこむ　　、

【指定都市教育委員・教育長協議会】
（平成21年7月「要望書」）

・学級編制や教職員定数、教職員配置等の包括
的な権限移譲を図られたい。

【中核市教育長会】

（平成21年7月『平成22年度文教に関する国の

施策及び予算に関する要望』）

・「財源確保を前提とした給与負担、学級編制及

び教職員定数に関する権限の移譲」

【協議会（※）における意見】

・給与負担が移譲されない場合でも、学級編制権

限を市町村に移譲することは難しいことではない。

学級編制基準を弾力化し、轡幽　1　・愚，編
1　　　“　　　　　軸　こ　　　 ’、 A　　　ミ　　　　　　“1　フと噺し、　、。

・給与負担の問題が解決しなければ、他の学級

編制などの問題に手をつけられないというスタン

スではなく、，・　　日　し　　一上・凸　編

仏　こ　　　い　　・・　塁・　’・があるの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　具
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　皇　　　鰯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“「）　　　　　　　　“
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ないか。
（※）第6回「県費負担教職員の人事権等の在り方に関する協議会」（平成20年10月27日開催）における出席者からの発言

ではないか。
．・当　　囎　1
　び　　ユ

が目こ・

ら　　こつい　1　円

い　　軸こ

つ　い　　いの・1
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【都道府県実施】

＼編制人員
w年区分

30人 31～34人 35人 36～39人
i実i態1＝応

ｶて実施
純言上

小学校1・2学年 12県 3県 22道府県 2県 10府県 41道府県

3・4学年 一 1県 9県 1県、 11府県 20府県

5・6学年 一 1県 8県 2県 10府県 20府県

中学校 6県 4県 22道県 1県 11府県 38i道：府県

万言十 13県 5県 32道府県 3県 可2府県 46道府県

【市町村実施】

　　　編制人員
w年区分

30人以下 31～34人 35人 36～39人 実態に：応
ｶてi実i施 純計

小学校1・2学年 17市町村 3市町村 6市町村 一 『 26市町村

3・4学年 5市町村 1市町村 コ0市町村 『 2市町村 18市町村

5・6学年 3市町村 1市町村 1市町村 一 1市町村 6市町村

中学校 5市町村 3市町村 9市町村 2市町村 2市町村 20市町村

純計 19市町村 6市町村 17市町村 2市町村 5市町村 46市町村

※1．　「実態に応じて実施」とは、地域や学校に応じ、児童生徒の実態を考慮して少人数学級を行っているものである。
　2．　「純計」は、縦の区分（例えば小学校1・2学年と5・6学年）及び横の区分（例えば30人と実態に応じて実施）で複数

　　実施している県数を除いた数である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文部科学省調査
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O義務標準法に定める教職員定数の標準が、県費負担教職員に限られることについては、市町
　村費負担教職員が制度化される際の法改正で、内閣法制局の審査を経て法文の整理が行わ
　れている。

0地方公共団体において、現在の義務標準法の規定により実務上の混乱は何ら生じておらず、
　市町村による教職員の任用の妨げになっているとの意見も頂いたことはない。現実に、平成18
　年の制度改正以降、市町村費負担教職員の任用が進められている。（平成21年度＝880人）

今後の対応方針

文部科学省としては、上記のとおり、現在の規定で支障はないものと考えるが、仮に地方の教育行政

の妨げになっている例があればご教示頂きたい。そのような事例があった場合は、ご指摘のこ懸念に

ついて、法律の趣旨を念のため確認する文書（通知）を地方自治体に発出する準備を行いたい。
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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律（抄）

（学級編制）

第四条　公立の義務教育諸学校の学級編制は・前条第二項又は第三項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基

準に従い、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会が行う。

（学級編制についての都道府県の教育委員会の同意）

第五条市（特別区を含む・第八条第三号並び1こ第八条の二第一号及び第二号において同じ．）町村の教育委員会は海

学年・当該市町村の設置する義務教育諸学校に係る前条の学級編制について、あらかじめ、都道府県の教育委員会に協

議し・その同意を得なければならない。同意を得た学級編制の変更についても、また同様とする。

（小中学校等教職員定数の標準）

第六条各都道府県ごとの・公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程（学校給食法第六条に規定する

施設を含む。）に置くべき教職員の総数（以下「小中学校等教職員定数」という。）は、次条、第七条第一項及び第二項並び

に第八条から第九条までに規定する数を合計した数を標準として定めるものとする．この場合においては、それぞれ、当該

各条に規定する数を標準として・当該各条1こ定める教職員の職の種類の区分ごとの緻を定めなければならない。

第六条の二校長の数は・小学校及び中学校並び1こ中等教育学校の前期課程の数の合計数に一を乗じて得た数とする。



第七条　副校長、教頭、主幹教諭（養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。）、指導教諭、教諭、助教

諭及び講師（以下「教頭及び教諭等」という。）の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。

一　次の表の上欄に掲げる学校の種類ごとに同表の中欄に掲げる学校規模ごとの学校の学級総数に当該学校規模に応

　ずる黒表の下欄に掲げる数を乗じて得た数（一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。以下同じ。）の合計数

　（「次の表」は省略）

二　二十七学級以上の小学校の数と二十四学級以上の中学校（中等教育学校の前期課程を含む。）の数との合計数に一

　を乗じて得た数

三　三十学級以上の小学校の数に二分の一を乗じて得た数、十八学級から二十九学級までの中学校（中等教育学校の

　前期課程を含む。以下この号において同じ。）の数に一を乗じて得た数及び三十学級以上の中学校の数に二分の三を乗

　じて得た数の合計煙

霞　小学校の分校の数と中学校（中等教育学校の前期課程を含む。）の分校の数との合計数に一を乗じて得た数

五　次の表の上欄に掲げる寄宿する児童又は生徒の数の区分ごとの寄宿舎を置く小学校及び中学校並びに中等教育学

　校の前期課程の数の合計数に当該区分に応ずる融融の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数

　（「次の表」は省略）

2小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において、児童又は生徒の心身の発達に配慮し個性に応じた教育

を行うため、複数の教頭及び教諭等の協力による指導が行われる場合、少数の児童若しくは生徒により構成される集団を

単位として指導が行われる場合又は教育課程（小学校の教育課程を除く。）の編成において多様な選択教科が開設される

場合には、前項の規定により算定した数に政令で定める数を加えた数を教頭及び教諭等の数とする。

3前二項に定めるところにより算定した数（以下この項において「小中学校等教頭教諭等標準定数」という。）のうち、教頭

の数は二十七学級以上の小学校の数と二十四学級以上の中学校（中等教育学校の前期課程を含む。以下この項におい

て同じ。）の数との合計数に二を乗じて得た数、九学級から二十六学級までの小学校の数と六学級から二十三学級までの

中学校の数との合計数に一を乗じて得た数、六学級から八学級までの小学校の数に四分の三を乗じて得た数並びに三学

級から五学級までの中学校の数に二分の一を乗じて得た数の合計数（以下この項において「小中学校等教頭標準定数」と

いう。）とし、教諭、助教諭及び講師の数は小中学校等教頭教諭等標準定数から小中学校等教頭標準定数を減じて得た数

とする。
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第八条　養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭及び養護助教諭（以下「養護教諭等」という。）の数は、次に定めるところに

より算定した数を合計した数とする。

　一　三学級以上の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に一を乗じて得た数

　二　児童の数が八百五十一人以上の小学校の数と生徒の数が八百一人以上の中学校（中等教育学校の前期課程を含

　　む。）の数との合計数に一を乗じて得た数

　三　医療機関（医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第一条の五に規定する病院又は診療所をいう。）が存しない市

　　町村の数等を考慮して政令で定めるところにより算定した数

回八条の二　栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭、栄養教諭並びに学校栄養職員（以下「栄養教諭等」という。）の

数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。

一　学校給食（給食内容がミルクのみである給食を除く。第十三条の二において同じ。）を実施する小学校若しくは中学校

　又は中等教育学校の前期課程で専ら当該学校又は当該課程の学校給食を実施するために必要な施設を置くもの（以下

　この号において「単独実施校」という。）のうち児童又は生徒の数が五百五十人以上のもの（次号において「五百五十人以

　上単独実施校」という。）の数の合計数に一を乗じて得た数と単独実施校のうち児童又は生徒の数が五百四十九人以下

　のもの（以下この号及び次号において「五百四十九人以下単独実施校」という。）の数の合計数から同号に該当する市町

　村の設置する五百四十九人以下単独実施校の数の合計数を減じて得た数に四分の一を乗じて得た数との合計数

二　五百五十人以上単独実施校又は共同調理場（学校給食法第六条に規定する施設をいう。以下同じ。）を設置する市

　町村以外の市町村で当該市町村の設置する五百四十九人以下単独実施校の数の合計数が一以上三以下の市町村の

　数に一を乗じて得た数

三次の表の上欄に掲げる共同調理場に係る小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の児童及び生徒（給食

　内容がミルクのみである給食を受ける者を除く。以下この号において同じ。）の数の区分ごとの共同調理場の数に当該区

　分に応ずる同歯の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数

　（「次の表」は省略）
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第九条　事務職員の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。

一　四学級以上の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に一を乗じて得た数

二　三学級の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に四分の三を乗じて得た数

三二＋七学級以上の小学校の数に一を乗じて得た数と二＋一学級以上の中学校（中等教育学校の前期課程を含む．）

　の数に一を乗じて得た数との合計数

四就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律（昭和三＋一年法律第四＋号）第二条

に規定する保護者（同条に規定する費用等の支給を受けるものに限る．）及びこれに準ずる程度に困窮している者で政

令で定めるものの児童又は生徒の数が著しく多い小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程で政令で定める

　ものの数の合計数に一を乗じて得た数

（特別支援学校教職員定数の標準）

第＋条各都道府県ごとの・公立の特別支援学校の小学部及び中学部に置くべき教職員の総数（以下「特別支援学校教

職員定数」という・）は・次条・第＋一条第頑及び第＋二条から第＋四雑でに規定する数を合計した数を騨として定

めるものとする。

第十条の二　校長の数は、特別支援学校の数に一を乗じて得た数とする。



第十一条　教頭及び教諭等の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。

　一次の表の上欄に掲げる部の別ごとに同表の中欄に掲げる部の規模ごとの部の学級総数に当該部の規模に応ずる同

　表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数

　　（「次の表」は省略）

　二曲学部及び中学部の学級数が二十七学級以上の特別支援学校の数に二を乗じて得た数と中学部の学級数が十八

　学級以上の特別支援学校の数に一を乗じて得た数との合計数

　三道学部及び中学部の児童及び生徒の数が百一人から百五十人までの特別支援学校の数に一を乗じて得た数、小学

　部及び中学部の児童及び生徒の数が百五十一人から二百人までの特別支援学校の数に二を乗じて得た数並びに小学

　部及び中学部の児童及び生徒の数が二百一人以上の特別支援学校の数に三を乗じて得た数の合計数

　四　次の表の上欄に掲げる特別支援学校の区分ごとの学校（小学部及び中学部が置かれていないものを除く。）の数に

　当該特別支援学校の区分に応ずる同仁の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数と小学部及び中学部の学級数が七

　学級以上の特別支援学校ごとに当該学校の小学部及び中学部の学級数から六を減じて得た数に四分の一（肢体不自

　由者である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校にあっては、三分の一）を乗じて得た数の合計数と

　を合計した数

五　特別支援学校の分校の数に一を乗じて得た数

六　次の表の上欄に掲げる寄宿する小学部及び中学部の児童及び生徒の数の区分ごとの寄宿舎を置く特別支援学校の

　数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数

　　（「次の表」は省略）

2　前項に定めるところにより算定した数（以下この項において「特別支援学校教頭教諭等標準定数」という。）のうち、副校

長及び教頭の数は小学部及び中学部の学級数が六学級から二十六学級までの特別支援学校の数に一を乗じて得た数と

小学部及び中学部の学級数が二十七学級以上の特別支援学校の数に二を乗じて得た数との合計数（以下この項におい

て「特別支援学校教頭等標準定数」という。）とし、主幹教諭（養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除

く。）、指導教諭、教諭、助教諭及び講師の数は特別支援学校教頭教諭等標準定数から特別支援学校教頭等標準定数を

減じて得た数とする。
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第十二条　養護教諭等の数は、特別支援学校の数に一（小学部及び中学部の児童及び生徒の数が六十一人以上の特別

支援学校にあっては、二）を乗じて得た数とする。

第十三条　寄宿舎指導員の数は、寄宿舎を置く特別支援学校ごとに次に定めるところにより算定した数の合計数（その数が

十二に達しない場合にあっては、十二）を合計した数とする。

一　寄宿舎に寄宿する小学部及び中学部の児童及び生徒（肢体不自由者である児童及び生徒を除く。）の数の合計数に

　五分の一を乗じて得た数

日　寄宿舎に寄宿する肢体不自由者である小学部及び中学部の児童及び生徒の数の合計数に三分の一を乗じて得た数

歯十三条の二　栄養教諭等の数は、学校給食を実施する特別支援学校の数に一を乗じて得た数とする。

第十四条　事務職員の数は、特別支援学校の小学部及び中学部の部の数の合計数に一を乗じて得た数とする。
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（教職員定数の算定に関する特例）

第十五条　第七条から第九条まで及び第十一条から前条までの規定により教頭及び教諭等、養護教諭等、栄養教諭等、

寄宿舎指導員並びに事務職員の数を算定する場合において、次に掲げる事情があるときは、これらの規定により算定した

数に、それぞれ政令で定める数を加えるものとする。

一　小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の存する地域の社会的条件についての政令で定める教育上特

　別の配慮を必要とする事情

二　小学校若しくは中学校若しくは中等教育学校の前期課程（第八条の二第三号の規定により栄養教諭等の数を算定す

　る場合にあっては、共同調理場に係る小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程とする。）又は聴覚障害者で

　ある児童若しくは生徒に対する教育を主として行う特別支援学校の小学部若しくは中学部において教育上特別の配慮を

　必要とする児童又は生徒に対する特別の指導であって政令で定めるものが行われていること。

三　主幹教諭を置く小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の運営体制の整備について特別の配慮を必要

　とする事情として政令で定めるもの

四　小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において多様な教育を行うための諸条件の整備に関する事情

　であって事務処理上特別の配慮を必要とするものとして政令で定めるもの

五　当該学校の教職員が教育公務員特例法（昭和二十四年法律第一号）第二十二条第三項に規定する長期にわたる

　研修を受けていること、当該学校において教育指導の改善に関する特別な研究が行われていることその他の政令で定め

　る特別の事情

39



（分校等についての適用）

第十六条　第七条から第九条まで及び第十一条から前条までの規定（第七条第一項第四号、第八条第一号及び第二号、

第八条の二第一号及び第二号、第九条第一号及び第二号並びに第十一条第一項第五号の規定を除く。）の適用について、

本校及び分校は、それぞれ一の学校とみなす。

2義務教育諸学校の統合に伴い必要となった校舎の建築が完成しないため、統合前の学校の校舎で授業を行なっている

場合には、統合に伴い必要となった校舎の建築が完成するまでは、第七条から第九条まで及び第十一条から前条までの

規定の適用については、統合前の学校は、それぞれ一の学校とみなす。

3第八条第一号又は第九条第一号の規定の適用については、同一の設置者が設置する小学校と中学校（中等教育学校

の前期課程を含む。以下この項において同じ。）でこれらの規定の適用の区分に従いそれぞれ政令で定める規模のものの

敷地が同一である場合又は政令で定める距離の範囲内に存する場合には、当該小学校及び中学校は、一の学校とみな

す。

（教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算）

第十七条　第六条の二から第九条まで又は第十条の二から第十四条までに定めるところにより算定した教職員の数は、政

令で定めるところにより、公立の義務教育諸学校（共同調理場を含む。）に置く校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、

教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、寄宿舎指導員、学校栄養職員又は事務職員で地方公務員法

（昭和二十五年法律第二百六十一号）第二十八条の五二一項に規定する短時間勤務の職を占める者の数に換算するこ

とができる。

2第七二又は第十一条に定めるところにより算定した教頭及び教諭等の数は、政令で定めるところにより、公立の義務教

育諸学校に置く非常勤の講師（地方公務員法第二十八条の五三一項に規定する短時間勤務の職を占める者及びその配

置の目的等を考慮して政令で定める者を除く。）の数に換算することができる。
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（教職員定数に含まない数）

第十八条　第六条及び第十条の規定による小中学校等教職員定数及び特別支援学校教職員定数には、次に掲げる者に

係るものを含まないものとする。

一　休職者

二　教育公務員特例法第二十六条第一項の規定により同項に規定する大学院修学休業をしている者

三　地方公務員法第二十六条の五第一項の規定により同項に規定する自己啓発等休業をしている者

四　女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律（昭和三十年法律第百二十五号）第三条第一項

　（同条第三項において準用する場合を含む。）の規定により臨時的に任用される者

五　地方公務員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百十号）第六条第一項の規定により任期を定めて採用さ

　れる者及び臨時的に任用される者
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参考資料（市町村立学校職員給与負担法）

市町村立学校職員給与負担法（抄）

第一条　市（特別区を含む。）町村立の小学校、中学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長（中等教育学

校の前期課程にあっては、当該課程の属する中等教育学校の校長とする。）、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、

養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、寄宿舎指導員、講師（常勤の者及び地方公務員法（昭和二十五年法律第二

百六十一号）第二十八条の血腫一項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。）、学校栄養職員（学校給食法（昭

和二十九年法律上百六十号）第七条に規定する職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに栄養教諭

以外の者をいい、同法第六条に規定する施設の当該職員を含む。以下同じ。）及び事務職員のうち次に掲げる職員である

ものの給料、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手

当（これに準ずる手当を含む。）、へき地手当（これに準ずる手当を含む。）、時間外勤務手当（学校栄養職員及び事務職員

に係るものとする。）、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手

当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、退職手当、退職年金及び退職一時金並びに旅費（都道府県が定める支給に

関する基準に適合するものに限る。）（以下「給料その他の給与」という。）並びに定時制通信教育手当（中等教育学校の校

長に係るものとする。）並びに講師（公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律（昭和三十三

年法律第百十六号。以下「義務教育諸学校標準法」という。）第十七条第二項に規定する非常勤の講師に限る。）の報酬

及び職務を行うために要する費用の弁償（次条において「報酬等」という。）は、都道府県の負担とする。

一　義務教育諸学校標準法第六条の規定に基づき都道府県が定める小中学校等教職員定数及び義務教育諸学校標準

　六一十条の規定に基づき都道府県が定める特別支援学校教職員定数に基づき配置される職員（義務教育面学校標準

　幽幽十八条各号に掲げる者を含む。）

二　公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律（昭和三十六年法律第百八十八号。以下「高等学

　校標準法」という。）第十五条の規定に基づき都道府県が定める特別支援学校高等部教職員定数に基づき配置される

　職員（特別支援学校の高等部に係る高等学校標準法第二十四条各号に掲げる者を含む。）

三　特別支援学校の幼稚部に置くべき職員の数として都道府県が定める数に基づき配置される職員

42



へき地教育振興法関係



　O第3次勧告で指摘されている事項については、平成19年時点の全国知事会からの要望を踏まえて
　　行われているが、このような要望等を踏まえ、本年3月目へき地学野禽指定基準を改正し、都道府

　　県がへき地学校等の指定を行うにあたって地域の実情に応じた調整を可能とする仕組みを取り入

　　れている。

　0本改正を受け、現在、都道府県において指定の見直し作業が行われており、今年度内に完了する
　　予定。なお、指定の見直しには約9ヶ月間が必要。

　　（都道府県における作業スケジュールの例）

　　　　　H21．3月　へき地教育振興法施行規則改正

　　　　　　4月下旬　県教育委員会から各市町村教育委員会への説明会の開催

　　　　　　5月上旬　各市町村における錨地算定作業

　　　　　　6月中旬　県教育委員会における級地確認作業

　　　　　　12月頃　へき地手当に関する改正条例・規則の公布（H22．4月施行｝

　　　　　H22．4月　　改正へき地教育振興法施行規則の施行、へき地手当に関する改正条例・規則の施行

今後の課題等
0本年3月の指定基準改正以降、地方公共団体からへき地学校等指定基準について、更に裁量拡大
　を求める要望等はないものと承知している。内閣府及び総務省において、そのような要望等を把握し
　ていれば提示していただきたい。

O現在、指定基準の改正を踏まえ、来年4月の施行に向けて都道府県においてへき地学校等指定見直
　しの大詰めの作業が行われているところである。

　　改正間もない現時点において、地方公共団体において新たな基準の策定及び再度の指定見直しを
行うことは、再度多大な労力を要することとなり、地方公共団体からの反発が予想される。この点につい

て、内閣府及び総務省のご見解があればお伺いしたい。
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　　　　　　全国知事会
「第二期地方分権改革への提言等について」
　　　　（平成19年7月25日）

0情報通信や道路交通網の整備・普及
　等により、へ　　愚太　し　環境
　は舳ヒしてていが　　ξ’当’の

うは　聞した　　舳ヒに・擁してい

「へき地教育振興法施行規則の一部を改正する省令」
（平成21年3月13日公布、平成22年4月1日施行）

処

Oへき地手当の支給対象者や支給基準
　の決定等について、地域住民の生活
　実態や手当受給者の通勤実態といっ

　た、一L都　猶・目が　　に応じた言，　がで

O
　　　　　の
にとな軸へ

に’1　しい理・
え蹉　の　直し

・道路事情の改善による陸地用基準点数表の

・引き続き交通事情が恵まれない離島におけ

る島用基準点数表の見直し
・ブロードバンドや携帯電話の利用ができない

場合の加点措置など算定要素の見直し

O当該学校が都市近郊にある場合（当該学校
　から40km未満に人減3万人以上の市町村

の市役所又は町村役場がある場合）に、道

　　目の　　　　　　たは人　　口△が
　め　　　　　　　　ことがで
（30点以内）（※）

ノ※へ土　凸太の，lb
・特別地　　30点～34点

・準へき地35点～44点

・1級地　　45点～79点

・2級地　　80点～119点

・3級地120点～159点

・4級地160点～199点

・5級地200点以上
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今後の課題等

O各都道府県にへき地学校等指定基準の設定を任せた場合、「財政上の理由から、本来へき地学校
とされるべき学校が指定されない可能性があるなど、教育的観点以外の理由でへき地学校の範囲が
狭められ、憲法第26条が保障する教育の機会均等に影響を及ぼすのではないか」との批判が容易に
想定されるが、このような指摘にどう対応するか。

Oへき地学並等指定基準は、へき地手当支給のためだけでなく、へき地教育振興の観点から行われて
いる補助金等の施策についても、同指定基準に基づき指定された学校を対象として行われており、へき

地教育振興施策全体の仕組みとなっている。

　補助金の対象となっているのは主に市町村であり、都道府県が指定基準を引き下げた場合、「補助金

が交付される市町村が減少し、教育の機会均等の確保が困難となるのではないか」との批判に対して、

どのように対応するか。
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へき地教育振興法（抄）

（へき地手当等）

第五条の二　　　，尉　　　　　　　　　　　　　　　　　こ　こ　し　立こ嵩’ム“　　　ラこ菰い　　・ヒ　　へ地愚六
並　にこ　にラ　　轡六　　共百言・理　（以下「へき地学校等」という。）に勤務遡識員（地方公務員法（昭

和二十五年法律第二百六十一号）第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項若しくは第二十八条の六第一項

若しくは第二項・地方公務員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百十号）第十八条第一項又地方公共団体

の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平成十四年法律第四十八号）第五条の規定により採用された教員及

び職員（次条第一項において「再任用教職員等」という。）を除く。）に・　　へ　　　’　　，　カ’l　lな’ない。

2．△き一L給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の二十五を超えない範囲内で、文貴睡鵬で
　　　　ラ　こ4い　　　　・　　　。

3　へき地学校等が当該学校に勤務する教員及び職員に対し地域手当が支給される地域に所在する場合におけるへ

　　　　’　　”　 言・　こ必な　1　立胆当’ム・め　＆こ菰い　 ・

る。
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へき地教育振興法施行規則（抄）

（趣旨）

第一条へき地教育振興法（昭和二十九年法律第百四十三号。以下「法」という。）第五条の二及び第五条の三の規定に

　よるへき地手当及びへき地手当に準ずる手当に関する基準その他法の施行に関し必要な事項は、この省令の定める

　ところによる。

（用語の意義）

第二条　この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

　一　基準点数当該学校の所在地のへき地条件の程度の軽重を測定するために、第四条及び第五条の規定により算

　　比した点数をいう。

二　調整点数基準点数の算定方法によっては補そくし難い特別のへき地条件を測定するために、第六条又は第六

　　条の二の規定により算定した点数をいう。

三合計点数基準点数に第六条の規定により算定した調整点数を加え、又は第六条の二の規定により算定した調整

　点数を減じて得た点数をいう。

四　駅又は停留所当該学校から最短の距離にある交通機関の駅又は停留所をいう。

五旧総合病院当該学校から最短の距離にある医療法（昭和二十三年法律婚二百五号）第一条の五に規定する病

　院であって、医療法の一部を改正する法律（平成九年法律第百二十五号）による改正前の医療法第四条第一項に

　規定する総合病院の要件を満たすものをいう。

六　病院当該学校から最短の距離にある医療法第一条の五に規定する病院（旧総合病院を除く。）をいう。

七　診療所当該学校から最短の距離にある医療法第一条の五に規定する診療所（医師が常駐していないもの及び

　歯科医業のみを行うものを除く。）をいう。

八　高等学校当該学校から最短の距離にある全日制の課程で普通科を置く高等学校又は中等教育学校をいう。
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九　郵便局当該学校から最短の距離にある郵便窓ロ業務の委託等に関する法律（昭和二十四年法律第二百十三

　号）第二条に規定する郵便窓ロ業務を行うもの（同法第三条第一項の規定による委託又は同法第四条の規定にる

　る再委託を受けた者の営業所を含む。）をいう。

十　市町村教育委員会当該学校から最短の距離にある当該学校を所管する市町村教育委員会の事務局（地方教育

　行政の組織及び運営に関する法律（昭和三十一年法律第百六十二号）第二十三条に規定する事務（主として学校

　に係るものに限る。）を処理するものをいう。）をいう。

十一　金融機関金融機関（銀行その他の預金等（預金保険法（昭和四十六年法律第三十四号）第二条第二項に規

　定する預金等及び貯金をいう。）の受入れ及び為替取引を業として行う者（郵政民営化法（平成十七年法律第九十

　七号）

十二　スーパーマーケット当該学校から最短の距離にある日常生活のため必要な生鮮食料品その他衣食住等に関

　　する各種商品を販売する店舗をいう。

十三　市の中心地当該学校から最短の距離にある市役所（支所、出張所その他これに類するものを除く。以下この号

　及び次号において同じ。）の所在する地点（当該学校が本土以外の島に所在する場合にあっては、当該学校から最短

　の距離にある本土の市役所の所在する地点）をいう。

十四　県庁所在地又はこれに準ずる都市の中心地当該学校を設置する市町村を包括する都道府県の都道府県庁（支

　庁・地方事務所その面これに類するものを除く。）の所在する地点又は当該都道府県内の人ロ三十万人以上の市若し

くは人心ニ十万人以上の市で大学（短期大学を除く。）が二以上存するもの若しくは空港（航空法（昭和二十七年法律

第二百三十一号）第二条第二十項に規定する国内定期航空運送事業の用に供されている飛行場をいう。）の存するも

のの市役所の所在する地点（当該学校が本土以外の島に所在する場合にあっては、当該学校から最短の距離にある

本土の当該地点）のうち当該学校から最短の距離にあるものをいう。

十五　交通機関旅客運賃を徴して交通の用に供する鉄道、軌道及び索道並びに一般乗合旅客自動車をいう。

十六　定期航行海上運送法（昭和二十四年法律第百八十七号）第二条第四項に規定する旅客定期航路事業として

行われる交通をいう。

十七　船着場当該学校から最短の距離にある定期航行船の発着場をいう。

十八　距離通常利用する経路のうち最短の経路の長さをいう。
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十九　本土本州、北海道、四国、九州及び沖縄島の本島をいう。

（へき地学校等の指定）

第三条　小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に係る法第五条の二第一項の規定に基づくへき地学校

　の指定は・当該学校について算定された合計点数が四十五点以上の学校について、当該合計点数に応じ、次の各号

　に掲げる区分に従って指定するへき地学校の級別を付して行うものとする。

　一　四十五点から七十九点までの学校一級

　二　八十点から百十九点までの学校二級

　三　百二十点から百五十九点までの学校三級

　四　百六十点から百九十九点までの学校四級

　五　二百点以上の学校五級

2下穿五条の二階一項の規定に基づくへき地学校に準ずる学校の指定は、当該学校について算定された合計点数が

三十五点から四十四点までの学校について行なうものとする。

3　共同調理場（学校給食法（昭和二十九年法律第百六十号）第六条に規定する施設をいう。以下同じ。）に係る法第五

条の二第一項の規定に基づくへき地学校及びこれに準ずる共同調理場の指定については、当該共同調理場から最短

の距離にある小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程について算定された合計点数を当該共同調理場に

係る当該合計点数とみなして前二項の規定を準用する。
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（基準点数の算定）

第四条基準点数の算定は、当該学校が本土内に所在する場合（本土と至近の距離にあり、かつ、定期航行によらなくても

本土との交通が容易な島に所在する場合を含む。）にあっては別表第一により、本土以外の島に所在する場合（本土のみ

さき等に所在する場合で、海上による交通を常態とする場合を含む。）にあっては別表第二により、当該学校について各要

素ごとの該当点数（次条の規定により補正を行うべき場合にあっては当該補正を行った点数をいう。以下本条において同

じ。）を合計して行うものとする。

2前項に規定する各要素ごとの該当点数は、当該要素の交通機関のない部分の最高点数を超えることができないものとす

る。

3各要素ごとの該当点数の算定において、交通機関のない部分の全部又は一部が次の各号の一に該当するときは、当該

部分の距離について、当該各号に定めるところにより補正を行った距離によって算定するものとする。

一急こう配又は狭あいである等の自然的条件による交通困難な部分がある場合は、当該部分の距離に一・五を乗じて得

　た距離

二急こう配で、かつ、狭あいである等の自然的条件による交通困難な部分がある場合は、当該部分の距離に二を乗じて

　得た距離

4各要素ごとの該当点数の算定において、交通機関のある部分の全部又は一部が鉄道、軌道又は索道を利用するもので

ある場合は、当該部分の距離について、当該部分の距離に二分の一を乗じて得た距離によって算定するものとする。ただ

し、次条第一項第二号及び第三号の規定により点数を算定する場合は、この限りでない。

5当該学校から医療機関（旧総合病院、病院又は診療所をいう。以下この項において同じ。）までの距離の要素における該

当点数の算定は、次の各号に定める場合に該当する場合には、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める方法によ

って行うものとする。
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一当該学校から最短の距離にある医療機関が旧総合病院である場合は、当該旧総合病院までの距離に係る点数に三

を乗じて得た点数とし・病院及び診療所までの距離は基準点数の算定の要素としないものとする。この場合において、第

二項の規定にかかわらず・旧総合病院までの距離の要素における該当点数は、当該要素の交通機関のない部分の最

高点数に三を乗じて得た点数を超えることができないものとする。

二当該学校から最短の距離にある医療機関が病院である場合は、当該病院までの距離に係る点数に二を乗じて得た点

数に旧総合病院までの距離に係る点数を加えた点数とし、診療所までの距離は基準点数の算定の要素としないものとす

る。この場合において・第二項の規定にかかわらず・病院までの距離の要素における該当点数は、当該要素の交通機関

のない部分の最高点数に二を乗じて得た点数を超えることができないものとする。

三当該学校から最短の距離にある医療機関が診療所で、かつ、当該学校から当該診療所の次に短い距離にある医療機

関が旧総合病院である場合は・当該診療所までの距離に係る点数に当該旧総合病院までの距離に係る点数に二を乗じ

て得た点数を加えた点数とし・病院までの距離は基準点数の算定の要素としないものとする。この場合において、第二：項

の規定にかかわらず・旧総合病院までの距離の要素における該当点数は、当該要素の交通機関のない部分の最高点

数に二を乗じて得た点数を超えることができないものとする。



　（要素ごとの点数の補正）

第五条各要素ごとの該当点数の算定において、道路又は交通機関の交通条件が次の各号の一に該当するときは、当該

　各号に定めるところにより算定した点数を、当該要素ごとに算定した点数に加えるものとする。

一交通機関のない部分の道路が積雪、なだれ、でいねい、地すべり等の自然的条件により四十日以上にわたり交通困難

　となる場合においては、次の表の右欄に掲げる当該交通困難となる期間の区分に応じ、当該交通困難となる部分の距離

に応ずる点数に同表の左欄に掲げる割合を乗じて得た点数（一点未満の端数を生じたときは、一点に切り上げる。）

（「次の表」は省略）

二交通機関の一日の運行回数が八往復以下の場合においては、次の表の右欄に掲げる当該運行回数の区分に応じ、当

　該運行回数が八往復以下の部分の距離ごとに当該距離に応ずる別表第一及び別表第二中船着場までの距離の要素の

　交通機関のない部分の点数に次の表の左欄に掲げる割合（当該学校が普通交付税に関する省令（昭和三十七年自治

　省令第十七号）別表第四（3）に定める三級地及び四級地の地域に所在する場合にあっては、当該割合にそれぞれ十分

　の一を加えた割合）を乗じて得た点数（一点未満の端数を生じたときは、一点に切り上げる。）

　（「次の表」は省略）

三交通機関が積雪、なだれ、でいねい、地すべり等の自然的条件により六十日以上にわたり休止する場合においては、次

の表の右欄に掲げる当該交通機関が休止する期間の区分に応じ、当該交通機関が休止する部分の距離ごとに当該距離

に応ずる別表第一及び別表第二中船着場までの距離の要素の交通機関のない部分の点数に次の表の左欄に掲げる割

合を乗じて得た点数（一点未満の端数を生じたときは、一点に切り上げる。）

（「次の表」は省略）

2駅又は停留所までの距離の要素における該当点数の算定において、当該学校から最短の距離にある旧宅は停留所が

積雪、なだれ、でいねい、地すべり等の自然的条件により六十日以上にわたり閉鎖される場合においては、当該閉鎖され

る馬堀は停留所から最短の距離にあって開設されている駅又は停留所までの距離について、前項第三号に規定する算定

方法に準じて算定した点数を、当該閉鎖される駅又は停留所までの距離に応ずる点数に加えるものとする。
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（調整点数）

第六条当該学校において、飲料水を主として天水又は川水等から求めなければならない場合で、次の各号に該当する

ことにより、学校教育の運営上困難を伴うと認められるときは、当該各号に定める点数を調整点数とする。

一・ �i略）

2当該学校の所在する地域における自然的、経済的、文化的諸条件が次の各号の一に該当することにより、学校教育

の運営上困難を伴うと認められる場合においては、当該各号に定める点数を調整点数とする。

一～三（略）

四　訪愚　こ’い　2旨’暑　　止　1日　六三　　’A四六ロ　一　　二　　七目か’
隣こ 一ビス に　’ 一ビスが日 いたい△1五

五’訪日大二’い 四四　’量の一に ・ない△1五
3当該学校に勤務する教員の数が、三人以下である場合は二十点、四人又は五人である場合は十点を調整点数とする。

4当該学校が分校である場合において、本校との距離（交通機関を利用しうる部分の距離については、当該距離に二分の

一を乗じて得た距離）が、十ニキロメートル以上の場合は十点、八キロメートル以上十ニキ口論ートル未満の場合は五点を

調整点数とする。

第六条の二　　訪凸太、’　ロ三万人2上　　一　　〃扁　1　・　　　一土　　　　　・　　　ミ四　　ロメー

レ　噂 △1　　訪1当六く一　土 に応“　三　　諺　　・　　、、 ロム P人　ロムが
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　（級別の指定の特例）

第七条職して設置されている小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程であって、各学校について算定された

　合計点数が異なる場合にあっては・これらの学校については、第三条の規定1こかかわらず、当該合計点数の多い学校

　の点数によって級別の指定を行うことができる。

　（へき地手当の額）

第八条第三条第娘師は第三項の規定1こ基づき指定されたへき地学校に勤務する教員又は職員（以下「雨止」とし、

う・）に支給するへき地手当の月額は・給料及び扶養手当の月額の合計額にこれらの規定に基づき指定されたへき地学

　校の細別に応じ・百分の二＋五を超えなし・範囲内で定める支給割合を乗じて得た額とする。

2第三条第二項又は第三項の規定に基づき指定されたへき地学校に準ずる学校又1ま共同調理場に勤務する教職員に支

給するへき地手当の月額は・繍及び扶養手当の月額の合計額1こ、第三条第頑又は第三項の規定に基づき一級を付

して指定されたへき地学校に勤務する教職員に支給するへき地手当について前項の規定により定める支給割合に満たな

い範囲内で定める支給割合を乗じて得た額とする。

（へき地手当と地域手当との調整）

第九条当該地域に所在する学校又は共同調理場に勤務する教職員に対し綴手当（搬職の職員の給与に関する法律

（昭和二＋五年法律第九＋五号）第＋一条の三の規定に相当する条例の規定1こよる地域手当をいう．以下この条におし、

て同じ・）が支給される地域に所在するへき地学校又はこれに準ずる学校若しくは共同調理場に勤務する教職員には、地

域手当の額の限度において、へき地手当は支給しない。



別表第一陸地用基準点数表

要　素
細　分

2キロ

＝[ト

笈ﾈ上
Sキロ

＝[ト

許｢満

4キロ

＝[ト

笈ﾈ上
Uキロ

＝[ト

居譁

6キロ

＝[ト

笈ﾈ上
Wキロ

＝[ト

拒v璃

8キロ

＝[ト

笈ﾈ上
P0キロ

＝[ト

許｢満

10キロ

＝[ト

笈ﾈ上
P2キロ

＝[ト

距�

12キロ

＝[ト

笈ﾈ上
P4キロ

＝[ト

許｢溝

14キロ

＝[ト

笈ﾈ上
激Lロ
＝[ト

居謨

16キロ

＝[ト

笈ﾈ上
Q0キロ

＝[ト

距�

20キロ

＝[ト

笈ﾈ上
Q4キロ

＝[ト

居O溝

24キロ

＝[ト

笈ﾈ上
Q8キロ

＝[ト

居譌

28キロ

＝[ト

笈ﾈ上
R2キロ

＝[ト

級ﾊ満

32キロ

＝[ト

笈ﾈ上
R6キロ

＝[ト

距�

36キロ

＝[ト

笈ﾈ上
S0キロ

＝[ト

拒v満

40キロ

＝[ト

笈ﾈ上
S4キロ

＝[ト

許｢璃

44キロ

＝[ト

笈ﾈ上
S8キロ

＝[ト

許｢溝

網キロ
＝[ト

笈ﾈ上
T4キロ

＝[ト

許｢貰

54キロ

＝[ト

笈ﾈ上
U0キロ

＝[ト

居譌

60キロ

＝[ト

笈ﾈ上
U6キロ

＝[ト

居譁

66キロ

＝[ト　　　．　　　．

笈ﾈ上
V2キロ

＝[ト

許｢満

72キロ

＝[ト

笈ﾈ上
W0キロ

＝[ト

居譁

80キロ

＝[ト

笈ﾈ上
X0キロ

＝[ト

拒v璃

90キロ

＝[ト

笈ﾈ上
P00キロ

＝[ト

許｢璃

100キロ

＝[ト

笈ﾈ上
�Q0キロ

＝[ト

居譁

120キロ

＝[ト

笈ﾈ上

駅又は停置所
ﾜでの距離

交通槻関の
ﾈい邸分

2点 4点 6点 8点 10点 12点 14点 16点 20点 24点 28点 32点 36点 40点 40点 40点 40点 40点 40点 40点 40点 40点 40点 40点

旧紛合痢院までの距離

交通槻関の
ﾈい部分

1 1 1 2 3 4 5 6 8 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

交通槍闘の
｠る部分

0 1 1 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12

痢薩までの距離

交通槻関の
ﾈい部分

1 2 3 4 5 6 8 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

交通槍関の
｠る郁分

0 1 1 1 2 2 3 3 4 5 6 8 10 12 12 書2 12

1
2

12 12 12 12 12 12

診療所蜜での距離

交通槍闘の
ﾈい郁分

1 2 4 6 8 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

交逼楢関の
｠る郁分

0 1 1 2 3 4 5 6 8 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

窩等学被塞での厘離

交通機●の
ﾈい郁分

2 4 7 10 13 奪6 20 22 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

交遼楊嗣の
｠る郁分

0 2 2 3 5 6 8 9 12 15 18 20 22 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

儲便局虞での題離

交通轍賢の
ﾈい部分

1 2 3 4 5 6 8． 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

交通槻関の
｠る郁分

0 1 1 1 2 2 3 3 4 5 6 8 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

市町村敏宵婁員会
@までの距離

交通樵蘭の
ﾈい郁分

2 4 6 10 13 で6 20 22 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

交通楢関の
｠る部分

0 2 2 3 5 6 8 9 12 15 18 20 22 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

金融機翻
ﾜでの距離

交通繊闘の
ﾈい部分

1 2 3 4 5 6 8 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

交通樋関の
｠る郎分

0 1 1 1 2 2 3 3 4 5 6 8 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 P2

交通糎闘の
ﾈい部分

1 2 3 4 5 6 8 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12スーパーマーケット

@までの距躍
交通樋関の
｠る部分

0 1 1 1 2 2 3 3 4 5 6 8 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

市の中心地
ﾜでの距離

交通榎関の
ﾈい郁分

1 1 1 2 3 4 5 6 8 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

交通槻闘の
｠る郁分

0 1 1 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12

鵬庁断在地又は二
黷ﾉ箪fる椰衛の
�搨n官での顧闇

交通樋闘の
ﾈい邸分

0 1 1 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12

交通槍●の
｠る部分

0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12
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認定こども園関係



　　　　　　　　　認定こども園について
（就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条）

指摘されている

項目

現状

勧告の内容

文部科学省の対
応

項第1号～第2号）

弄舞脇犀どもの受入」な

ど）

条例委任（「従うべき基準」）

厚鑑識響を蟹論
委任する方向で調整

畿鵬鍛懲驚箋撃鶉墓も園の施設の設備・運営に赴

任されている。

※現行の国の基準は「参考としての基
準」を示しているだけであり、実際に独

自の基準を定めている自治体もある。

（法第3条第1項第4号、第2項第3号）

参酌すべき基準として条例委任

条例委任（「参酌すべき基準」の一層の

弾力化・大綱化）

　に「　ベラとしてに



認定こども園制度の概要

①就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能
　（保護者が働いている、いないにかかわらず受け入れて、

　教育・保育を一体的に行う機能）

歪
．
夢
，
／

（すべての子育て家庭を対象に、子育て不安に対応した相談活動や、

親子の集いの場の提供などを行う機能）

認定こども園の機能について

囲

機
能
付
加

聾

就学前の子どもに
幼児教育・保育を提供

曇・

地域における

子育て支援

義　や

機
能
付
加

認定こども園のタイプ

認可幼稚園と認可保育所とが連携して、

一体的な運営を行うことにより、認定こど

も園としての機能を果たすタイプ

認可幼稚園が、保育に欠ける子どものた

めの保育時間を確保するなど、保育所的

な機能を備えて認定こども園としての機　虫

能を果たすタイプ

認可保育所が、保育に欠ける子ども以外

の子どもも受け入れるなど、幼稚園的な

機能を備えることで認定こども園としての

機能を果たすタイプ

幼稚園・保育所いずれの認可もない地域
の教育・保育施設が、認定こども園として

必要な機能を果たすタイプ
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